
 商 法 

（ 100 点）  

 

第１ 問  

 

Ｐ 株 式 会 社（ 以 下 「 Ｐ社 」 と いう ） は 学 習塾 を 運 営す る 公 開 会社 であ

り監 査 役 設置 会 社 で ある が 、 会計 監 査 人 設置 会 社 では な い 。  

Ｐ 社 は 、 令和 元 年 夏 ごろ か ら 、生 徒 の 減 少に よ り 財務 状 態 が 急激 に悪

化 し て い た。 Ｐ 社 の 財務 担 当 取締 役 Ａ は 、令 和 元 年度 の 決 算 にお い て、

架 空 の 授 業料 収 入 を 計上 し て 粉飾 し た 貸 借対 照 表 ・損 益 計 算 書等 の 計算

書類 （ 以 下「 本 件 計 算書 類 」 とい う ） を 作成 し た 。 本 件 計 算 書類 に よれ

ば 、 分 配 可能 額 は １ 億円 で あ った が 、 適 法に 計 算 書類 が 作 成 され て いれ

ば ０ 円 で あっ た 。  

令 和 ２ 年 ５月 に 開 催 され た 取 締役 会 に お いて 、 取 締役 全 員 の 賛成 によ

り 、 監 査 役監 査 を 受 けた 本 件 計算 書 類 が 承認 さ れ 、本 件 計 算 書類 を 定時

株 主 総 会 に提 出 す る こと 、 及 び同 総 会 に 総 額 1000 万 円 の 剰 余金 配 当を

行 う 議 案 を提 出 す る こと が 決 定さ れ た 。 Ｐ社 の 代 表取 締 役 社 長Ｂ は 粉飾

に 気 付 い たが 、 審 議 にお い て その こ と に 言及 し な かっ た 。  

同 年 ６ 月 下旬 に 開 催 され た Ｐ 社の 定 時 株 主総 会 に おい て 、 Ｂ の提 案通

り、 本 件 計算 書 類 は 承認 さ れ 、剰 余 金 配 当 議 案 も 可決 さ れ た 。 同 月 末日

に 剰 余 金 の配 当 の 効 力が 生 じ た（ 以 下 「 本件 剰 余 金配 当 」 と いう ）。  

同 年 ７ 月 、Ｂは 、オ ンラ イ ン 授業 支 援 業 務を 行 う Ｑ 株 式 会 社（ 以 下「Ｑ

社 」 と い う） と の 間 で、 Ｐ 社 を代 表 し て 、１ 年 間 サポ ー ト を 受け る 契約

を 締 結 し た（ 以 下「 本件 契 約」と い う）。契約 交 渉 の際 、Ｑ社 の担 当 者 は、

民 間 の 信 用調 査 会 社 が出 版 す る情 報 誌 に 掲載 さ れ た本 件 計 算 書類 を 検討

材 料 に 用 いて い た 。 一方 、 Ｂ は、 現 在 の 授業 料 収 入の 水 準 で は、 同 年秋

ごろ に は 本件 契 約 に かか る 手 数料 の 支 払 が滞 る お それ が 高 い こと を 知り

つ つ 、オン ラ イ ン授 業に よ り 生徒 が 増 加 する こ と に一 縷 の 望 みを か け て、

本 件 契 約 を締 結 し た 。 Ｂ は 、 Ｑ社 担 当 者 が本 件 計 算書 類 を 読 んで い たこ

とは 知 ら なか っ た 。  

同年 11 月 以 降 、Ｐ 社に よ る Ｑ社 へ の 手 数料 の 支 払は 滞 り 、令和 ３ 年３  



 

 

 

 

 

月、 300 万円 の 未 払 手数 料 を 残し て 、 本 件契 約 は 有効 に 解 除 され た 。そ

の 後 、 Ｐ 社は 倒 産 状 態に あ る 。  

 

（ １ ） 本 件剰 余 金 配 当に つ き 、 Ｂ が Ｐ 社 に対 し て 負う 会 社 法 上の 責 任に

つい て 検 討し な さ い 。  

（ ２ ） 本 件契 約 の 未 払手 数 料 につ き 、 Ａ 及び Ｂ が Ｑ社 に 対 し て負 う 会社

法 上 の 責 任に つ い て 検討 し な さい 。  

 

  



 

 

 

第２ 問  

 

Ａ、 Ｂ 、 Ｃは い ず れ も自 然 人 であ り 商 人 であ る 。  

Ａは 、 Ｂ に対 し て 、 Ａ の 商 号 であ る 「 吉 田山 洋 菓 子店 」 又 は 「吉 田山

洋 菓 子 店 Ａ 」 と い う 名称 を 用 いて 洋 菓 子 の製 造 販 売の 営 業 を 行う こ とを

許 諾 し て いた 。 Ｂ は 「吉 田 山 洋菓 子 店 」 又は 「 吉 田山 洋 菓 子 店 Ａ 」 とい

う 商 号 を 自己 の 洋 菓 子の 製 造 販売 の 営 業 には 使 用 しな か っ た が、 洋 菓子

の 原 材 料 の仕 入 れ 代 金の 支 払 のた め に 「 吉田 山 洋 菓子 店 Ａ 」 名義 で 約束

手 形 を 振 り出 す こ と がし ば し ばあ り 、 そ れら の 手 形は Ｂ が 開 設し た 「吉

田 山 洋 菓 子店 Ａ 」 名 義の 当 座 預金 口 座 に おい て Ｂ の資 金 に よ り決 済 され

てき た 。  

 Ｂ は 、小 麦 等 の卸 売業 者 で ある Ｃ か ら 小麦 を 買 い入 れ る 契 約を 締 結 し、

そ の 代 金 の支 払 い の ため に「 吉 田 山洋 菓 子店 Ａ 」名 義 で手 形 金額 50 万 円

の 約 束 手 形（ 以 下 「 本件 手 形 」と い う ） を Ｃ に 振 り出 し た 。 Ｃの 使 用人

で あ り 、 Ｃ か ら 「 支 配人 」 の 名称 を 付 与 され て い た Ｄ は 、 本 件手 形 の第

一 裏 書 人 欄に 「 Ｃ 支 配人 Ｄ 」 との 署 名 を して 本 件 手形 を Ｅ に 裏書 譲 渡し

た。 し か し 、 Ｄ は 、 Ｃ の 営 業 に関 し て 取 引の 勧 誘 や契 約 条 件 の交 渉 をす

る 権 限 を 与え ら れ て いた に す ぎず 、 Ｃ を 代理 し て 契約 を 締 結 する 権 限や

手 形 行 為 をす る 権 限 は与 え ら れて い な か った 。  

 Ｅ は 、 本件 手 形 の 裏書 譲 渡 を受 け た 時 には 、 本 件手 形 の 振 出人 は Ａ で

あ る と 信 じて い た が 、そ の 後 、本 件 手 形 の満 期 の ころ に 、 本 件手 形 を振

り 出 し た のは 実 は Ｂ であ る こ とを Ｄ か ら 伝え ら れ た。  

 以 上 の 事実 関 係 の もと で 、（ １ ） から （３ ） に つい て 検 討 しな さ い 。  

 

（１ ） Ｅ はＢ に 対 し て本 件 手 形の 支 払 を 請求 で き るか 。  

（２ ） Ｅ はＡ に 対 し て本 件 手 形の 支 払 を 請求 で き るか 。  

（３ ） Ｂ 又は Ａ が 本 件手 形 の 支払 を 拒 絶 した 場 合 、 Ｅ は Ｃ に 対し て 遡求

す る こ と がで き る か 。 Ｃ が Ｄ を支 配 人 と して 登 記 して い た か どう か で  



 

 

 

 

 

結 論 が 異 なる か 。 な お、 手 形 法が 定 め る 遡求 権 保 全の 要 件 は 満た さ れて

い る も の とす る 。  

 


